
 

 

 

・小、中の連続した統一感のあ

る生活のきまりが必要。 

 

・運動会と体育大会は令和６年

度に合同実施予定。 

 

・学芸会と音中祭は令和７年度

に合同実施予定。 

・両校の教職員が互い

の学校で授業を行う

ことが可能な時間割

の作成が必要。  

 

・地域と連携し、地域と

ともに歩む総合的な学

習の推進が必要。  

教育部会の構成・部員・業務内容【概要】 

 
連携所属長部会（小・中校長）  

連携事務局部会(12/12)（両校管理職）  

・計画の立案 

・全体進行 

・記録 

・渉外 

 

連携全体会（両校教職員 21 名） 

・全体計画検討(9/5) 

・全体交流(1/15) 

・次年度計画(2/27) 

教育目標の検討 

合同行事の検討 

釧路市教育委員会 

・施設担当 

・教育政策担当 

・学校指導担当 

連携事務部会(12/12)６名 

（両校事務職員＋両校管理職） 

備品 移転 教室 教材 

・備品の整理   ・移転に関わる調整  

・教材の統一化 ・増築教室の検討  

連携教務部会(12/21)14 名 

（両校教務担当＋両校管理職） 

教育課程 時程 

・中学校時程に合わせた時間割の調整  

・９年間を見通した教育課程の編成  

連携指導部会(10/26)９名 

（両校生徒指導担当＋両校管理職） 

生活のきまり 学校行事 

・生活のきまりの共通化 

・合同学校行事の調整  

・中学校が小学校校舎へ

一時移転する際の備品

や教材教具の共通化が

必要。 

 

・新校舎を見据えた共通教

材・教具の計画的な購入

が必要。 

・令和７年３月に中学校が小学校へ一時移転  

（令和７年度から小学校校舎で両校が授業）  

・令和９年３月に新校舎へ移転  

（令和９年度から新校舎使用可能）  

音別義務教育学校は 

令和８年４月開校予定 

ＰＴＡ・スポーツ文化後援会の合同化  

資料２


